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リ
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○
規
　
　
　
　
　
則

　

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

大
分
県
規
則
第
一
号

　
　
　

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

　
　
　
を
改
正
す
る
規
則

　

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
大

分
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

目
次
中
「
第
二
十
六
条
」
を
「
第
二
十
七
条
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
中
「
災
害
」
を
「
死
傷
病
」
に
改
め
、
同
条
に
後
段
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

　

負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
つ
た
職
員
又
は
死
亡
し
た
職
員
の
遺
族
（
以
下
「
被
災
職
員
等
」
と

い
う
。
）
か
ら
そ
の
災
害
が
公
務
又
は
通
勤
に
よ
り
生
じ
た
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
も
、
同
様
と
す

る
。

　

第
四
条
中
「
報
告
」
を
「
規
定
に
よ
る
報
告
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

実
施
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
災
害
が
公
務
に
よ
り
生
じ
た
も
の
又
は
通
勤
に
よ
り

　



生
じ
た
も
の
の
い
ず
れ
で
も
な
い
と
認
定
し
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
に
よ
り
、

被
災
職
員
等
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

実
施
機
関
の
長
の
職
及
び
氏
名

　

二　

被
災
職
員
の
氏
名

　

三　

傷
病
名

　

四　

災
害
発
生
年
月
日

　

五　

公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
で
な
い
と
認
定
し
た
理
由

　

第
二
十
六
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
第
二
十
四
条
の
二
の
次
に
次
の

一
条
を
加
え
る
。

　

（
審
査
の
申
立
て
の
教
示
）



平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

二

大
分
県
報
（
規
則
・
人
事
委
規
則
）

第
二
十
五
条　

実
施
機
関
は
、
条
例
又
は
こ
の
規
則
に
基
づ
く
補
償
に
関
す
る
通
知
を
す
る
と
き
は
、
第
二

十
二
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
審
査
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
教
示
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　

介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

大
分
県
規
則
第
二
号

　
　
　

介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規

　
　
　
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三

十
年
大
分
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

一　

臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
検
体

検
査
の
業
務

　

第
十
三
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３　

前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
委
託
す
る
場
合
は
、
医
療
法
施
行
規
則
第
九
条
の
八
、
第
九
条
の
九
、
第

九
条
の
十
二
、
第
九
条
の
十
三
、
別
表
第
一
の
二
及
び
別
表
第
一
の
三
、
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
）
第
十
二
条
並
び
に
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査

技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
五

号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
臨
床

検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
四
号
）
第

十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
医
療
法
施
行
規
則
第
九
条
の
八
第
一
項
中
「
法
第

十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
病
院
、
診
療
所
又
は
前
条
の
施
設
（
施
設
告
示
第
四
号
に
定
め
る
施
設
を

除
く
。
）
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
」
と
あ
る
の
は
「
病
院
、
診
療
所
又
は
臨
床
検
査
技

師
等
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
施
設
（
昭
和
五

十
六
年
厚
生
省
告
示
第
十
七
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
施
設
告
示
」
と
い
う
。
）
に
定
め

る
施
設
（
施
設
告
示
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
を
除
く
。
）
に
お
け
る
検
体
検
査
の
業
務
（
介
護
医
療
院
の

人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
条
例
施
行
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
検
体
検
査
の
業
務
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
適
正
な
実
施
に
必
要
な
も
の
の
基
準
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
第

二
号
の
前
条
の
施
設
（
施
設
告
示
第
四
号
に
定
め
る
施
設
に
限
る
。
）
に
お
け
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
基
準
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
告
示
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
に
お
け
る
検
体
検
査
の
業
務
の
適
正
な
実
施

に
必
要
な
も
の
の
基
準
」
と
、
第
九
条
の
九
第
一
項
中
「
法
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療

機
器
又
は
医
学
的
処
置
若
し
く
は
手
術
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
施
行
規
則
第
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規

定
に
よ
る
医
療
機
器
又
は
医
学
的
処
置
」
と
、
第
九
条
の
十
二
中
「
法
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
第
九
条
の
八
の
二
に
定
め
る
医
療
機
器
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
施
行
規
則
第
十
三
条
第
二
項
第
三
号

の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
保
守
管
理
医
療
機
器
」
と
、
第

九
条
の
十
三
中
「
法
第
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
療
」
と
あ
る
の
は
「
条
例
施
行
規
則
第
十

三
条
第
三
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
医
療
」
と
、
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条

第
一
項
中
「
法
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
」
と
あ
る
の
は
「
介
護
医
療
院

の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
第
十
三
条
第
二
項
第
一

号
の
規
定
に
よ
る
検
体
検
査
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
必
要
な
も
の
の
基
準
」
と
、
臨
床
検
査
技
師
、
衛

生
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
臨
床
検
査
技
師
、
衛
生
検
査
技
師
等
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
条
の
三
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
」
と

あ
る
の
は
「
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規

則
第
十
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
検
体
検
査
の
業
務
の
適
正
な
実
施
に
必
要
な
も
の
の
基
準
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
人
事
委
員
会
規
則

　

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

　
　
　

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
大
分
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　

「

　
　

「



平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

三

大
分
県
報
（
人
事
委
規
則
・
告
示
）

　

別
表
第
一
中

　

1
6
1号
給　
　
　
　
　
　
　
　

」
を　

　

1
6
1号
給
か
ら
1
6
4号
給
ま
で

　
1
6
5号
給　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「

7
,1
0
0

7
,1
0
0

7
,1
0
0

7
,1
0
0

」
を

「
7
,1
0
0

7
,1
0
0

7
,1
0
0

7
,1
0
0

7
,1
0
0

」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
中

「

7
,1
0
0

7
,1
0
0

7
,1
0
0

7
,1
0
0

」
を

「
7
,1
0
0

7
,1
0
0

7
,1
0
0

7
,1
0
0

7
,1
0
0

」
に
改
め
、
同
表
備
考
中

者
に
あ
つ
て
は

「1
4
9号
給
か
ら
1
5
2号
給
ま
で


」と
あ
る
の
は

「1
4
9号
給


」と

」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則

の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
十
六
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公

の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

公
の
施
設
の
名
称

指　

定　

管　

理　

者

期　
　

間

指

定

年

月

日

大
分
県
立
別
府
コ
ン

ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ

ー

東
京
都
千
代
田
区
三
番
町
二
番
地

　

ビ
ー
コ
ン
プ
ラ
ザ
共
同
事
業
体

　
　

代
表
者　

　
　
　

株
式
会
社
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ

　
　
　

ン
リ
ン
ケ
ー
ジ

　
　
　
　

代
表
取
締
役

　
　
　
　
　
　

平　

位　

博　

昭

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

平
成
三
十
年
十
二
月

十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
十
七
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公

の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

公
の
施
設
の
名
称

指　

定　

管　

理　

者

期　
　

間

指

定

年

月

日

大
分
県
長
者
原
園
地

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
松
木
四
千
二

百
六
十
四
番
地
の
一

　

有
限
会
社
吉
武
建
設

　
　

代
表
取
締
役

　
　
　
　
　
　

吉　

武　

勝　

広

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

平
成
三
十
年
十
二
月

十
九
日

お
お
い
た
動
物
愛
護

セ
ン
タ
ー
（
ド
ッ
グ

ラ
ン
及
び
多
目
的
広

場
）

大
分
市
大
字
廻
栖
野
三
千
二
百
三

十
一
番
地

　

九
州
乳
業
株
式
会
社

　
　

代
表
取
締
役

　
　
　
　
　
　

檜　

垣　

周　

作

平
成
三
十
一
年
二
月
一
日

か
ら
平
成
三
十
三
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

平
成
三
十
年
十
二
月

十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
十
八
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公

の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

公
の
施
設
の
名
称

指　

定　

管　

理　

者

期　
　

間

指

定

年

月

日

大
分
県
青
少
年
の
森

大
分
県
平
成
森
林
公

園大
分
県
神
角
寺
展
望

の
丘

大
分
市
大
字
古
国
府
字
内
山
千
三

百
三
十
七
番
地
の
十
五

　

公
益
財
団
法
人
森
林
ネ
ッ
ト
お

　

お
い
た

　
　

理
事
長　

重　

本　
　
　

悟

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

平
成
三
十
年
十
二
月

十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
十
九
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公

「
、
そ
の
職
務
の
級
が
２
級
で
あ
る



平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

四

大
分
県
報
（
告
示
）

の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

公
の
施
設
の
名
称

指　

定　

管　

理　

者

期　
　

間

指

定

年

月

日

別
府
港
機
械
管
理
駐

車
場
・
県
営
三
号
上

屋
・
石
垣
地
区
緑
地

別
府
市
新
港
町
九
百
四
十
二
番
五

号
　

株
式
会
社
お
お
い
た
観
光
サ
ー

　

ビ
ス

　

代
表
取
締
役

　
　
　

奥　

村　

伸　

幸

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

平
成
三
十
年
十
二
月

十
九
日

大
分
港
大
在
コ
ン
テ

ナ
タ
ー
ミ
ナ
ル

大
分
市
大
字
大
在
六
番
地

　

株
式
会
社
大
分
国
際
貿
易
セ
ン

　

タ
ー

　
　

代
表
取
締
役
社
長

　
　
　

岡　
　
　

周　

司

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

平
成
三
十
年
十
二
月

十
九
日

大
分
ス
ポ
ー
ツ
公
園

高
尾
山
自
然
公
園

大
分
市
東
春
日
町
一
番
八
号

　

株
式
会
社
大
宣

　
　

代
表
取
締
役
社
長

　
　
　

朝　

倉　

弘　

美

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

平
成
三
十
年
十
二
月

十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国

の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成

六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
よ
り
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
、
次
の
医
療
機
関
を
指

定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

医
療
機
関
の
名
称

開
設
者
の
氏
名

所　
　

在　
　

地

指
定
年
月
日

宮
﨑
内
科
医
院

宮　

﨑　

幸　

雄

別
府
市
青
山
町
一
〇
―
二
七

平
三
〇
・
一
一
・　

一

は
や
み
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
博
愛
会

杵
築
市
山
香
町
大
字
内
河
野
三
〇
六
七

〃

（
社
団
）

お
お
た
に
ク
リ
ニ
ッ

ク

大　

谷　

将　

之

中
津
市
沖
代
町
二
丁
目
一
一
九
―
二

平
三
〇
・
一
二
・　

一

北
浜
さ
と
う
歯
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
さ
と
う

歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

別
府
市
北
浜
二
丁
目
七
―
一
八

平
三
〇
・　

六
・　

一

国
見
病
院

医
療
法
人
二
豊
会

国
東
市
国
見
町
伊
美
一
九
六
八

平
三
〇
・　

九
・　

一

中
津
皮
膚
科

医
療
法
人
澄
心
会

中
津
市
中
央
町
一
丁
目
九
―
三
六

平
三
〇
・
一
一
・　

一

聖
陵
花
月
ク
リ
ニ
ッ

ク

医
療
法
人
聖
陵
会

日
田
市
大
字
三
和
九
三
一
―
六

〃

福
田
内
科
医
院

医
療
法
人
福
田
会

別
府
市
石
垣
東
三
丁
目
四
―
一
二

平
三
〇
・
一
二
・　

一

千
馬
内
科
医
院

医
療
法
人
千
馬
内

科
医
院

別
府
市
楠
町
二
―
一
七

〃

木
戸
耳
鼻
咽
喉
科
ク

リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
恵
仁
会

中
津
市
大
字
永
添
三
七
五
―
一

〃

宮
本
整
形
外
科
医
院

医
療
法
人
正
裕
会

中
津
市
中
央
町
一
丁
目
五
―
六
五

〃

医
療
法
人
恒
心
会
膳

所
医
院

医
療
法
人
恒
心
会

日
田
市
本
町
八
―
三
二

〃

津
久
見
中
央
病
院
へ

き
地
巡
回
診
療
所

一
般
社
団
法
人
津

久
見
市
医
師
会

津
久
見
市
大
字
千
怒
六
〇
一
一

〃

み
や
う
ち
ウ
ィ
メ
ン

ズ
ク
リ
ニ
ッ
ク

医
療
法
人
愛
一
歩

会

杵
築
市
大
字
杵
築
字
北
浜
六
六
五
―
五

〇
一

〃

玄
々
堂
整
形
外
科

医
療
法
人
玄
々
堂

宇
佐
市
大
字
石
田
字
瓦
塚
三
三
―
二

〃

フ
ァ
ン
薬
局
別
府
医

療
セ
ン
タ
ー
前

株
式
会
社
フ
ァ
ン

メ
デ
ィ
カ
ル

別
府
市
内
竃
一
六
―
二

〃

三
栄
薬
局
咸
宜
店

有
限
会
社
三
栄

日
田
市
淡
窓
二
丁
目
二
―
二
三

〃

株
式
会
社
喜
久
屋
薬

局
玉
川
店

株
式
会
社
喜
久
屋

薬
局

日
田
市
大
字
十
二
町
五
九
八
―
一

〃

か
す
が
薬
局

株
式
会
社
か
す
が

薬
局

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
帆
足
二
五
八
―
一

二

〃

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
一
号



平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

五

大
分
県
報
（
告
示
）

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
七
日　

二　

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

Ｃ
ｔ
ａ
ｋ
ｅ
会　
　
　
　
　

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

畑　

中　

哲　

志

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

大
分
市
王
子
西
町
十
一
番
十
四
号　

ア
ス
テ
ィ
オ
ン
王
子
七
〇
八　
　

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　
　

こ
の
法
人
は
、
医
療
・
介
護
・
福
祉
に
関
わ
る
者
お
よ
び
身
体
に
障
害
を
有
し
た
者
に
対
し
て
、
医

　

療
・
介
護
・
福
祉
の
技
術
向
上
に
向
け
た
セ
ミ
ナ
ー
事
業
を
行
い
、
障
害
を
有
し
た
者
が
地
域
社
会
の
中

　

で
自
立
し
た
生
活
を
送
れ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
二
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

　
　

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
六
日

二　

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

　
　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

Ａ
Ｒ
Ｔ　

Ｐ
Ｒ
Ｏ
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｔ　

Ｏ
Ｉ
Ｔ
Ａ

三　

代
表
者
の
氏
名

　
　

裏　
　
　

正　

亘

四　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

大
分
市

五　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

　

　

こ
の
法
人
は
、
大
分
県
の
中
心
で
あ
る
大
分
市
中
心
市
街
地
を
活
動
拠
点
と
し
、
ア
ー
ト
、
音
楽
等
を

は
じ
め
と
し
た
文
化
芸
術
活
動
を
通
し
て
、
潜
在
的
な
ま
ち
の
魅
力
と
可
能
性
を
引
き
出
し
、
活
力
の
あ

る
文
化
的
で
創
造
的
な
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六　

定
款
変
更
の
内
容

　
　

目
的
の
変
更

　
　

事
業
の
変
更

　
　

公
告
の
方
法
の
変
更

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

耕
作
放
棄
地
解
消
・
発
生
防
止
基
盤
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦

覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

地　
　

区　
　

名

縦　

覧　

期　

間

縦
覧
場
所

小
富
士
地
区
一
工
区

平
三
一
・　

一
・
一
八
か
ら

平
三
一
・　

二
・　

七
ま
で

竹
田
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
の
施
行
に
係
る
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

地　
　

区　
　

名

縦　

覧　

期　

間

縦
覧
場
所

竹
田
南
部
地
区
門
田
工
区

平
三
一
・　

一
・
一
八
か
ら

平
三
一
・　

二
・　

七
ま
で

竹
田
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　



平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

六

大
分
県
告
示
第
二
十
五
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五

十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
事
業
主
体
か
ら
の
換
地
計
画
認
可
申
請
を
適
当
と

決
定
し
、
次
の
と
お
り
換
地
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

事
業
主
体

事
業
名

地
区
名

縦　

覧　

期　

間

縦
覧
場
所

由
布
市

土
地
改
良
事
業

共
同
施
行

筒
口
地
区

平
三
一
・　

一
・
一
八
か
ら

平
三
一
・　

二
・　

七
ま
で

由
布
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
六
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地

籍
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

調
査
を
行
っ
た
地
域

認
証
年
月
日

大
分
市

平
二
八
・
四
・
一
か

ら
平
三
〇
・
三
・
三

一
ま
で

大
分
市
大
字
一
尺
屋

の
一
部
の
地
籍
図
及

び
地
籍
簿

大
分
市
大
字
一
尺
屋

の
一
部

平
三
〇
・
一
二
・
二
七

大
分
市

平
二
八
・
四
・
一
か

ら
平
三
〇
・
三
・
一

二
ま
で

大
分
市
新
川
町
二
丁

目
の
地
籍
図
及
び
地

籍
簿

大
分
市
新
川
町
二
丁

目

平
三
〇
・
一
二
・
二
七

津
久
見
市

平
二
八
・
六
・
一
七

か
ら
平
三
〇
・
二
・

一
四
ま
で

津
久
見
市
入
船
西
町

・
入
船
東
町
の
一
部

の
地
籍
図
及
び
地
籍

簿

津
久
見
市
入
船
西
町

・
入
船
東
町
の
一
部

平
三
〇
・
一
二
・
二
七

杵
築
市

平
二
七
・
一
〇
・
二

三
か
ら
平
三
〇
・
二

・
一
五
ま
で

杵
築
市
大
字
大
内
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

杵
築
市
大
字
大
内
の

一
部

平
三
〇
・
一
二
・
二
七

杵
築
市

平
二
八
・
七
・
二
〇

か
ら
平
三
〇
・
二
・

一
五
ま
で

杵
築
市
大
字
大
内
の

一
部
の
地
籍
図
及
び

地
籍
簿

杵
築
市
大
字
大
内
の

一
部

平
三
〇
・
一
二
・
二
七

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

中
津
市
大
字
定
留
字
和
間
ケ
崎
二
五
一
九
番
一
四

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

風
害
の
防
備

三　

解
除
の
理
由

　
　

農
道
用
地
と
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
八
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
一
年
一
月
一
日

付
け
を
も
っ
て
次
の
と
お
り
定
置
漁
業
を
免
許
し
た
の
で
公
示
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

漁
場
計
画
の
際
の
公

示
番
号

免
許
番
号

漁
業
権
者
の
住
所

及
び
氏
名
又
は
名

称

免
許
の
内
容

制
限
又

は
条
件

存
続
期
間

定
第
五
号

定
第
五
号

佐
伯
市
蒲
江
大
字

蒲
江
浦
三
五
九
六

番
地
一
八

水
本　

裕
貴

平
成
三
十
年
五
月

二
十
五
日
付
け
大

分
県
告
示
第
三
百

五
十
九
号
（
以
下

「
告
示
」
と
い

う
。
）
の
と
お

り
。

同
上

平
成
三
十

一
年
一
月

一
日
か
ら

平
成
三
十

五
年
十
二

月
三
十
一

日
ま
で

定
第
七
号

定
第
七
号

佐
伯
市
蒲
江
大
字

蒲
江
浦
二
六
五
三

告
示
の
と
お
り
。

同
上

同
右

大
分
県
報
（
告
示
）



平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

七

番
地
六

松
下　

知

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
二
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
萩
原
下

郡
線

大
分
市
牧
一
丁
目
三
八
七
番
か
ら

大
分
市
大
字
下
郡
字
若
宮
田
一
八
五
六
番

一
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

八
八
・
四　
　

　

～
二
二
・
〇

メ
ー
ト
ル

八
〇
二
・
〇

大
分
市
牧
一
丁
目
三
八
七
番
か
ら

大
分
市
大
字
下
郡
字
若
宮
田
一
八
五
五
番

二
ま
で

後

六
五
・
四　
　

　

～
二
二
・
〇

八
〇
二
・
〇

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
山
香
院

内
線

杵
築
市
山
香
町
大
字
日
指
字
樫
山
一
二
三

八
番
一
地
先
か
ら

杵
築
市
山
香
町
大
字
日
指
字
尾
鼻
九
五
八

前

メ
ー
ト
ル

四
五
・
九　
　

　

～　

五
・
〇

メ
ー
ト
ル

九
四
・
五

番
一
ま
で

後

四
五
・
九　
　

　

～　

八
・
六

九
四
・
五

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
緒
方
大

野
線

豊
後
大
野
市
大
野
町
夏
足
字
中
津
留
二
二

二
番
二
か
ら

豊
後
大
野
市
大
野
町
夏
足
字
新
飼
三
九
番

地
先
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

一
二
・
五　
　

　

～　

三
・
八

メ
ー
ト
ル

二
四
三
・
三

後

二
二
・
九　
　

　

～
一
〇
・
〇

二
四
三
・
三

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
萩
原
下
郡
線

大
分
市
牧
一
丁
目
三
八
七
番
か
ら

大
分
市
大
字
下
郡
字
若
宮
田
一
八
五
五
番
二
ま
で　

平
三
一
・　

一
・
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
三
号

大
分
県
報
（
告
示
）



平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

八

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
山
香
院
内
線

杵
築
市
山
香
町
大
字
日
指
字
樫
山
一
二
四
一
番
八
か

ら杵
築
市
山
香
町
大
字
日
指
字
尾
鼻
九
五
六
番
六
ま
で

平
三
一
・　

一
・
一
八

県
道
下
恵
良
九
重
線

玖
珠
郡
玖
珠
町
大
字
岩
室
字
浦
山
一
八
九
九
番
三
地

内

平
三
一
・　

一
・
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え

置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
緒
方
大
野
線

豊
後
大
野
市
大
野
町
夏
足
字
中
津
留
二
二
二
番
二
か

ら豊
後
大
野
市
大
野
町
夏
足
字
新
飼
三
九
番
地
先
ま
で

平
三
一
・　

一
・
一
八

　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
三
十
五
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

指
定
区

域
の
名

称

所
在
地

指
定
の
区
分

土
砂
災

害
の
発

生
原
因

と
な
る

自
然
現

象
の
種

類

区
域
の

表
示

法
第
九
条
第
二
項
に
規
定

す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域

等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防

止
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
平
成
十
三

年
政
令
第
八
十
四
号
）
で

定
め
る
事
項

備　

考

畑
小
屋

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、

省
略
し
、
中
津
土

木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

出
羽
③

A

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

出
羽
③

B

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

出
羽
③

C

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

茸
木
①

A

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

茸
木
①

B

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
曲
④

中
津
市

山
国
町

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

急
傾
斜

地
の
崩

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
分
県
報
（
告
示
）



平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

九

草
本

災
害
特
別
警
戒

区
域

壊

志
川
②

A

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

志
川
②

B

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

龍
①

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

龍
②
A

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

龍
②
B

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

龍
③

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

志
川
③

A

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

志
川
③

B

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

龍
④

中
津
市

土
砂
災
害
警
戒

急
傾
斜

別
図
の

別
図
の
と
お
り

山
国
町

守
実

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

地
の
崩

壊

と
お
り

龍
⑤

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

出
羽
④

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
志
川

①

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

茸
木
②

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
志
川

②
A

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
志
川

②
B

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
志
川

③
A

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
志
川

③
B

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
分
県
報
（
告
示
）



平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
〇

大
石
峠

中
津
市

山
国
町

長
尾
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
志
川

④
A

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
志
川

④
B

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

茸
木
川

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
良
川

中
津
市

山
国
町

草
本

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

草
本
川

中
津
市

山
国
町

草
本

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

竜
川
①

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
坪
川

①

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
坪
川

②

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
志
川

①

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
志
川

②
A

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
志
川

②
B

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

上
志
川

③

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

茸
木
川

①

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

茸
木
川

③

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

出
羽
川

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

栗
山
川

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

竜
川
②

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り
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一
一

竜
川
③

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

竜
川
④

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

竜
川
⑤

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

竜
川
⑥

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

竜
川
⑦

中
津
市

山
国
町

守
実

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

草
本
川

②

中
津
市

山
国
町

草
本

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

草
本
川

③

中
津
市

山
国
町

草
本

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
ノ
原

川
②

中
津
市

山
国
町

草
本

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

持
田
川

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

持
田
川

下

中
津
市

耶
馬
溪

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

町
大
字

山
移

馬
場
川

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

馬
場
川

下

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

天
神
川

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

川
上
A

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

川
上
B

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

川
上
C

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

川
下
A

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

川
下
B

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
小
屋

中
津
市

土
砂
災
害
警
戒

土
石
流

別
図
の

別
図
の
と
お
り
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一
二

の
原
川

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

と
お
り

原
井
川

下
２
A

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

原
井
川

下
２
B

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

堂
田
川

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

白
石
川

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

向
山
川

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

持
田
川

上

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

天
神
川

下

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

鹿
倉
川

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

川
中
A

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

川
中
B

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

川
中
C

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

東
川

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
原
井

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

北
林
無

田
A

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

北
林
無

田
B

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

道
の
下

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

三
尾

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り
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一
三

馬
場
①

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

柿
瀬
①

A

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

柿
坂

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

柿
瀬
①

B

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

柿
坂

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

柿
瀬
①

C

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

柿
坂

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

柿
瀬
②

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

柿
坂

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

直
入
畑

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
杉
①

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
杉
②

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

鹿
倉

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
杉
③

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

原
井

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

馬
場
②

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

鎌
野

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

持
田
①

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

持
田
②

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

持
田
③

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

持
田
④

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

持
田
⑤

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り



平
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分
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（
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示
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一
四

相
ノ
原

①
A

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

①
B

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

②

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

③

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

④
A

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

④
B

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

⑤
A

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

⑤
B

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

⑥
A

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

⑥
B

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

⑥
C

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

相
ノ
原

⑦

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
屋
ノ

原
①

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
屋
ノ

原
②
A

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
屋
ノ

原
②
B

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
屋
ノ

原
③

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

川
原
口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

原
口
①

中
津
市

三
光
原

口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

物
部

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

山
移

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り



平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
五

臼
木
②

中
津
市

三
光
小

袋

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

城
ノ
首

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

金
吉

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

和
泉
原

中
津
市

耶
馬
溪

町
大
字

金
吉

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

分
寺
の

上

宇
佐
市

院
内
町

温
見

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

（
「
別
図
」
は
、

省
略
し
、
宇
佐
土

木
事
務
所
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供

す
る
。
）

柿
ノ
木

田
A

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

柿
ノ
木

田
B

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

宇
津
原

①

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
船
木

①

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

山
ノ
口

①

宇
佐
市

安
心
院

町
山
ノ

口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
①

A

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
①

B

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
①

C

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
①

D

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
①

E

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
②

A

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
②

B

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
重
見

⑤
A

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
重
見

⑤
B

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り



平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
六

宇
津
原

②

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
③

A

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
③

B

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
③

C

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
③

D

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
④

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

納
寺
①

A

宇
佐
市

院
内
町

斎
藤

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

納
寺
①

B

宇
佐
市

院
内
町

斎
藤

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

分
寺
①

A

宇
佐
市

院
内
町

温
見

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

分
寺
①

B

宇
佐
市

院
内
町

温
見

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

分
寺
②

A

宇
佐
市

院
内
町

温
見

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

分
寺
②

B

宇
佐
市

院
内
町

温
見

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

分
寺
④

宇
佐
市

院
内
町

温
見

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

分
寺
⑤

A

宇
佐
市

院
内
町

温
見

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

分
寺
⑤

B

宇
佐
市

院
内
町

温
見

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

飯
塚
①

宇
佐
市

院
内
町

斎
藤

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

飯
塚
②

A

宇
佐
市

院
内
町

斎
藤

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

飯
塚
②

B

宇
佐
市

院
内
町

斎
藤

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り
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一
七

飯
塚
③

宇
佐
市

院
内
町

斎
藤

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

鳥
越
②

宇
佐
市

安
心
院

町
鳥
越

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

鳥
越
④

宇
佐
市

安
心
院

町
鳥
越

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

鳥
越
⑤

宇
佐
市

安
心
院

町
鳥
越

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

川
崎
①

宇
佐
市

安
心
院

町
板
場

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

川
崎
②

A

宇
佐
市

安
心
院

町
板
場

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

川
崎
②

B

宇
佐
市

安
心
院

町
板
場

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

山
ノ
口

②
A

宇
佐
市

安
心
院

町
山
ノ

口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

山
ノ
口

②
B

宇
佐
市

安
心
院

町
山
ノ

口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

分
寺
川

②

宇
佐
市

院
内
町

温
見

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

納
寺
川

①
A

宇
佐
市

院
内
町

斎
藤

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

納
寺
川

①
B

宇
佐
市

院
内
町

斎
藤

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

納
寺
川

②

宇
佐
市

院
内
町

斎
藤

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

納
寺
川

③
A

宇
佐
市

院
内
町

斎
藤

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

納
寺
川

③
B

宇
佐
市

院
内
町

斎
藤

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

分
寺
川

①
A

宇
佐
市

院
内
町

温
見

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

分
寺
川

①
B

宇
佐
市

院
内
町

温
見

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

分
寺
川

①
C

宇
佐
市

院
内
町

温
見

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

分
寺
川

宇
佐
市

土
砂
災
害
警
戒

土
石
流

別
図
の

別
図
の
と
お
り
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一
八

④

院
内
町

温
見

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

と
お
り

北
小
稲

川

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
川

①
A

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
川

①
B

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
川

①
C

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
川

①
D

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

宇
津
原

川
A

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

宇
津
原

川
B

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

氏
原
川

A

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

氏
原
川

B

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

氏
原
川

C

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
川

②
A

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

小
稲
川

②
B

宇
佐
市

院
内
町

小
稲

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

板
場
川

②

宇
佐
市

安
心
院

町
板
場

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

川
崎
川

宇
佐
市

安
心
院

町
板
場

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

板
場
川

①

宇
佐
市

安
心
院

町
板
場

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
坪
川

②

宇
佐
市

院
内
町

大
坪

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

比
ノ
迫

谷
①

宇
佐
市

院
内
町

温
見

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り
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一
九

比
ノ
迫

川
②

宇
佐
市

院
内
町

温
見

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

高
並
川

⑤

宇
佐
市

院
内
町

高
並

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
坪
川

宇
佐
市

院
内
町

大
坪

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

十
ヶ
平

川
③

宇
佐
市

院
内
町

西
椎
屋

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
並
川

③

宇
佐
市

院
内
町

高
並

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
ノ
口

川
②

宇
佐
市

安
心
院

町
田
ノ

口

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

田
ノ
口

川
①

宇
佐
市

安
心
院

町
田
ノ

口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

南
無
会

川
①
A

宇
佐
市

安
心
院

町
下
毛

土
砂
災
害
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

南
無
会

川
①
B

宇
佐
市

安
心
院

町
下
毛

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

土
石
流

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

長
福
寺

宇
佐
市

土
砂
災
害
警
戒

急
傾
斜

別
図
の

別
図
の
と
お
り

A

院
内
町

上
恵
良

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

地
の
崩

壊

と
お
り

長
福
寺

B

宇
佐
市

院
内
町

上
恵
良

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

長
福
寺

C

宇
佐
市

院
内
町

上
恵
良

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

十
ヶ
平

①
A

宇
佐
市

院
内
町

西
椎
屋

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

十
ヶ
平

①
B

宇
佐
市

院
内
町

西
椎
屋

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

屋
敷
２

宇
佐
市

院
内
町

和
田

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

月
俣
⑥

A

宇
佐
市

院
内
町

月
俣

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

月
俣
⑥

B

宇
佐
市

院
内
町

月
俣

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

血
野

宇
佐
市

安
心
院

町
下
毛

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
分
県
報
（
告
示
）



平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二
〇

鳥
越
①

宇
佐
市

安
心
院

町
鳥
越

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
矢
部

④

宇
佐
市

大
字
下

矢
部

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

談
合
堂

⑥

宇
佐
市

大
字
正

覚
寺

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
並
④

A

宇
佐
市

院
内
町

高
並

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

高
並
④

B

宇
佐
市

院
内
町

高
並

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
並
④

C

宇
佐
市

院
内
町

高
並

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
並
⑤

宇
佐
市

院
内
町

高
並

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
並
⑥

宇
佐
市

院
内
町

高
並

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
並
⑦

A

宇
佐
市

院
内
町

高
並

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
並
⑦

B

宇
佐
市

院
内
町

高
並

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
並
⑧

A

宇
佐
市

院
内
町

高
並

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
並
⑧

B

宇
佐
市

院
内
町

高
並

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
並
⑧

C

宇
佐
市

院
内
町

高
並

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

高
並
⑧

D

宇
佐
市

院
内
町

高
並

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

月
俣
⑤

宇
佐
市

院
内
町

月
俣

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

月
俣
⑭

A

宇
佐
市

院
内
町

月
俣

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

月
俣
⑭

B

宇
佐
市

院
内
町

月
俣

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

月
俣
⑭

C

宇
佐
市

院
内
町

月
俣

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

岩
下
①

宇
佐
市

土
砂
災
害
警
戒

急
傾
斜

別
図
の

別
図
の
と
お
り

大
分
県
報
（
告
示
）



平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二
一

大
分
県
報
（
告
示
）

院
内
町

温
見

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

地
の
崩

壊

と
お
り

岩
下
②

宇
佐
市

院
内
町

温
見

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

岩
下
③

A

宇
佐
市

院
内
町

温
見

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

岩
下
③

B

宇
佐
市

院
内
町

温
見

土
砂
災
害
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

上
恵
良

①
A

宇
佐
市

院
内
町

上
恵
良

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

上
恵
良

①
B

宇
佐
市

院
内
町

上
恵
良

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

十
ヶ
平

②
A

宇
佐
市

院
内
町

西
椎
屋

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

十
ヶ
平

②
B

宇
佐
市

院
内
町

西
椎
屋

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

十
ヶ
平

③

宇
佐
市

院
内
町

西
椎
屋

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

十
ヶ
平

宇
佐
市

土
砂
災
害
警
戒

急
傾
斜

別
図
の

別
図
の
と
お
り

④

院
内
町

西
椎
屋

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

地
の
崩

壊

と
お
り

上
恵
良

②

宇
佐
市

院
内
町

西
椎
屋

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
坪
①

宇
佐
市

院
内
町

大
坪

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

大
坪
②

宇
佐
市

院
内
町

大
坪

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
毛
①

宇
佐
市

安
心
院

町
下
毛

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
毛
②

宇
佐
市

安
心
院

町
下
毛

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
毛
③

宇
佐
市

安
心
院

町
下
毛

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
毛
④

A

宇
佐
市

安
心
院

町
下
毛

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

下
毛
④

B

宇
佐
市

安
心
院

町
下
毛

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り



平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二
二

大
分
県
報
（
公
告
・
教
育
委
告
示
）

田
ノ
口

①
A

宇
佐
市

安
心
院

町
田
ノ

口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
ノ
口

①
B

宇
佐
市

安
心
院

町
田
ノ

口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
ノ
口

②

宇
佐
市

安
心
院

町
田
ノ

口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
ノ
口

③
A

宇
佐
市

安
心
院

町
田
ノ

口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

田
ノ
口

③
B

宇
佐
市

安
心
院

町
田
ノ

口

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

鳥
越
③

宇
佐
市

安
心
院

町
鳥
越

土
砂
災
害
警
戒

区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒

区
域

急
傾
斜

地
の
崩

壊

別
図
の

と
お
り

別
図
の
と
お
り

正
覚
寺

宇
佐
市

大
字
正

覚
寺

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

台

宇
佐
市

大
字
正

覚
寺

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

麻
生

宇
佐
市

大
字
麻

生
・
宇

佐
市
大

字
嶽
ノ

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

首
・
宇

佐
市
大

字
灘

上
船
木

宇
佐
市

院
内
町

上
船
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

下
船
木

宇
佐
市

院
内
町

下
船
木

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

今
井

宇
佐
市

安
心
院

町
今
井

・
宇
佐

市
安
心

院
町
大

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

山
ノ
口

宇
佐
市

安
心
院

町
山
ノ

口
・
宇

佐
市
安

心
院
町

福
貴
野

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

石
仏

宇
佐
市

安
心
院

町
東
椎

屋

土
砂
災
害
警
戒

区
域

地
滑
り

別
図
の

と
お
り

○
教
育
委
員
会
告
示

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公

の
施
設
の
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大　

分　

県　

教　

育　

委　

員　

会



平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二
三

大
分
県
報
（
教
育
委
告
示
・
選
管
委
告
示
・
公
安
委
告
示
）

公
の
施
設
の
名
称

指　

定　

管　

理　

者

期　
　
　
　

間

指

定

年

月

日

大
分
県
立
武
道
ス
ポ

ー
ツ
セ
ン
タ
ー

大
分
市
東
春
日
町
一
番
八
号

　

株
式
会
社
大
宣

　
　

代
表
取
締
役
社
長

　
　
　
　
　
　

朝　

倉　

弘　

美

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

平
成
三
十
年
十
二

月
十
九
日

大
分
県
立
庄
内
屋
内

競
技
場

由
布
市
庄
内
町
柿
原
三
百
二
番
地

　

由
布
市

　
　

由
布
市
長

　
　
　
　
　
　

相　

馬　

尊　

重

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日

か
ら
平
成
三
十
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

平
成
三
十
年
十
二

月
十
九
日

○
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

　

病
院
の
院
長
等
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
年
大
分
県
選

挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

一　
　
　

木　
　
　

俊　
　
　

葊

　

一　

指
定
病
院
中

「
医
療
法
人
財
団
天
心
堂
へ
つ
ぎ　
　

〃　

大
字
中
戸
次
五
九
五
六　

を

　

病
院　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
社
会
医
療
法
人
財
団
天
心
堂
へ　
　

〃　

大
字
中
戸
次
五
九
五
六　

に
、

　

つ
ぎ
病
院　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
社
団
法
人
津
久
見
市
医
師
会
立　

津
久
見
市
大
字
千
怒
六
〇
一
一　

を

　

津
久
見
中
央
病
院　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
一
般
社
団
法
人
津
久
見
市
医
師　

津
久
見
市
大
字
千
怒
六
〇
一
一　

に
、

　

会
立
津
久
見
中
央
病
院　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
医
療
法
人
起
愛
会
精
神
科
神
経　
　

〃　

大
字
南
宇
佐
一
六
五
五　

を

　

科
内
科
宇
佐
病
院　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
医
療
法
人
起
愛
会
宇
佐
病
院　
　

〃　

大
字
南
宇
佐
一
六
五
五
」
に
改
め
る
。

　

二　

指
定
介
護
老
人
保
健
施
設
中

「
医
療
法
人
財
団
天
心
堂
老
人
保　
　

〃　

大
字
中
戸
次
四
五
二
五　

を

　

健
施
設
陽
光
苑　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
社
会
医
療
法
人
財
団
天
心
堂
介　
　

〃　

大
字
中
戸
次
四
五
二
五　

に
、

　

護
老
人
保
健
施
設
陽
光
苑　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
医
療
法
人
玄
真
堂
介
護
老
人
保　
　

〃　

大
字
宮
夫
一
四
―
一　

を

　

健
施
設
な
の
み　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
社
会
医
療
法
人
玄
真
堂
介
護
老　
　

〃　

大
字
宮
夫
一
四
―
一　

に
、

　

人
保
健
施
設
な
の
み　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
医
療
法
人
鶴
玲
会
老
人
保
健
施　
　

〃　

国
東
町
田
深
六
六
五
―
一

　

設
メ
デ
ィ
ケ
ア
亀
寿
苑

　

医
療
法
人
鶴
玲
会
介
護
老
人
保　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　

健
施
設
メ
デ
ィ
ケ
ア
ま
ほ
ろ
ば　
　

〃　

国
東
町
田
深
六
六
五
―
四

　

苑　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
医
療
法
人
鶴
玲
会
老
人
保
健
施　
　

〃　

国
東
町
田
深
六
六
五
―
一　

に
改
め
る
。

　

設
メ
デ
ィ
ケ
ア
亀
寿
苑　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　

三　

指
定
老
人
ホ
ー
ム
中

「
グ

ラ

ン

ド

ホ

ー

ム

八

雲　

〃　

大
字
永
興
九
六
一
―
二
一　

を

　

シ
ル
バ
ー
ホ
ー
ム
花
千
寿　
　

〃　

大
字
猪
野
九
二
四
―
一
四
」

「
グ

ラ

ン

ド

ホ

ー

ム

八

雲　
　

〃　

大
字
永
興
九
六
一
―
二
一
」
に
、

「
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
紫
雲
荘　
　

〃　

三
重
町
本
城
二
〇
五
〇

　

社
会
福
祉
法
人
紫
雲
会
盲
養
護　
　

〃　

三
重
町
本
城
二
〇
六
〇　

を

　

老
人
ホ
ー
ム
三
国
寮　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
社
会
福
祉
法
人
紫
雲
会
盲
養
護　
　

〃　

三
重
町
内
田
二
六
七
二
―
一

　

老
人
ホ
ー
ム
三
国
寮　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
紫
雲
荘　
　

〃　

三
重
町
本
城
二
〇
五
〇　
　

」

○
公
安
委
員
会
告
示

大
分
県
公
安
委
員
会
告
示
第
６
号

　
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
3
3
年
法
律
第
６
号
）
第
４
条
の
３
第
２
項
（
第
７
条
の
３
第
３
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
1
2
3
号
）
第
５
条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
認
知
症
で
あ
る
か
ど
う
か
の
診
断
を
行
う
医
師
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　
平
成
3
1
年
１
月
1
8
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
分
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
　
石
　
　
　
田
　
　
　
敦
　
　
　
子
　



平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二
四

大
分
県
報
（
公
安
委
告
示
・
公
告
）

○
公
　
　
　
　
　
告

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
計
量
器
の
定
期

検
査
を
実
施
す
る
。

　
　

平
成
三
十
一
年
一
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か

ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
定
計
量
器

実
施
の
区
域

実　

施　

の　

期　

日

実　

施　

の　

場　

所

由
布
市

平
三
一
・　

五
・
一
四
か
ら　

（
日
曜
日
、
土
曜
日

平
三
一
・　

八
・
一
三
ま
で　
　

及
び
祝
日
を
除
く
。
）

特
定
計
量
器
の
所
在
場
所

豊
後
高
田
市

平
三
一
・　

五
・
二
七
か
ら　

（　
　
　
　

〃　
　
　
　

）

平
三
一
・　

八
・
二
六
ま
で　

〃

日
出
町

平
三
一
・　

六
・　

四
か
ら　

（　
　
　
　

〃　
　
　
　

）

平
三
一
・　

九
・　

三
ま
で　

〃

宇
佐
市

平
三
一
・　

六
・
一
一
か
ら　

（　
　
　
　

〃　
　
　
　

）

平
三
一
・　

九
・
一
〇
ま
で　

〃

中
津
市

平
三
一
・　

七
・　

二
か
ら　

（　
　
　
　

〃　
　
　
　

）

平
三
一
・
一
〇
・　

一
ま
で　

〃

姫
島
村

平
三
一
・　

九
・　

三
か
ら　

（　
　
　
　

〃　
　
　
　

）

平
三
一
・
一
二
・　

二
ま
で　

〃

国
東
市

平
三
一
・　

九
・　

四
か
ら　

（　
　
　
　

〃　
　
　
　

）

平
三
一
・
一
二
・　

三
ま
で　

〃

１
　
指
定
し
た
医
師
の
氏
名
並
び
に
勤
務
す
る
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

　
⑴
　
医
師
の
氏
名

　
　
　
渕
野
　
勝
弘

　
⑵
　
勤
務
す
る
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　
　
渕
野
病
院
　
大
分
市
坂
ノ
市
中
央
五
丁
目
１
番
2
1
号

２
　
指
定
年
月
日

　
　
平
成
3
0
年
1
2
月
2
3
日

杵
築
市

平
三
一
・　

九
・
一
一
か
ら　

（　
　
　
　

〃　
　
　
　

）

平
三
一
・
一
二
・
一
〇
ま
で　

〃

別
府
市

平
三
一
・
一
〇
・
一
五
か
ら　

（　
　
　
　

〃　
　
　
　

）

平
三
二
・　

一
・
一
四
ま
で　

〃

二　

一
に
揚
げ
る
も
の
以
外
の
特
定
計
量
器

実
施
の
区
域

実　

施　

の　

期　

日

実　

施　

の　

場　

所

由
布
市

平
三
一
・　

五
・
一
四
か
ら

平
三
一
・　

五
・
一
七
ま
で

由
布
市
役
所

豊
後
高
田
市

平
三
一
・　

五
・
二
七
か
ら

平
三
一
・　

五
・
三
一
ま
で

豊
後
高
田
市
役
所

日
出
町

平
三
一
・　

六
・　

四
か
ら

平
三
一
・　

六
・　

五
ま
で

日
出
町
役
場

宇
佐
市

平
三
一
・　

六
・
一
一
か
ら　

（
日
曜
日
、
土
曜
日

平
三
一
・　

六
・
二
〇
ま
で　
　

を
除
く
。
）

宇
佐
市
役
所

中
津
市

平
三
一
・　

七
・　

二
か
ら　

（
日
曜
日
、
土
曜
日

平
三
一
・　

七
・
一
九
ま
で　
　

及
び
祝
日
を
除
く
。
）

中
津
市
役
所

姫
島
村

平
三
一
・　

九
・　

三

姫
島
村
役
場

国
東
市

平
三
一
・　

九
・　

四
か
ら　

（
日
曜
日
、
土
曜
日

平
三
一
・　

九
・
一
〇
ま
で　
　

を
除
く
。
）

国
東
市
役
所

杵
築
市

平
三
一
・　

九
・
一
一
か
ら　

（
日
曜
日
、
土
曜
日

平
三
一
・　

九
・
一
七
ま
で　
　

及
び
祝
日
を
除
く
。
）

杵
築
市
役
所

別
府
市

平
三
一
・
一
〇
・
一
五
か
ら　

（
日
曜
日
、
土
曜
日

平
三
一
・
一
〇
・
三
〇
ま
で　
　

及
び
祝
日
を
除
く
。
）

別
府
市
役
所


